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募集株式の発行等 

 

条文構造 

 

      募集事項の決定 ⇒ 申込み ⇒ 割当て ⇒ 引受け ⇒ 払込（出資） 

 

ア 募集事項の決定等 

 

１９９条 

  １項：募集事項の決定 

  ２項：株主総会によって 

  ３項：「特に有利な金額」の場合 

     →株主総会に理由の説明を 

  ４項：譲渡制限種類株式発行会社が、当該種類株式をさらに発行する場合 

     →（株主総会決議の他に）種類株主総会特別決議を（１９９条４項、 

            ３２４条２項２号） 

  ５項：募集事項は募集ごとに、均等に 

２００条[委任] 

  １項：前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、 

        株主総会決議で、取締役または取締役会（取締役会設置会社の場合）への委任 

２０１条[公開会社の特則] 

  １項：１９９条３項の場合を除き、 

     １９９条２項の「株主総会」を「取締役会」とする 

２０２条[株主割り当て] 

  ３項１号：定款の定めがあれば、取締役の決定で 

    ２号：定款の定めあれば、取締役会の決議で 

    ３号：公開会社→取締役会決議で 

    ４号：前３号以外→株主総会決議で 

＜注＞３０９条２項５号 

   →１９９条２項・２００条１項・２０２条３項４号の株主総会は特別決議 

 

  公開会社の場合  原則：取締役会決議。株主割当ての場合も。 

                   例外：有利発行（201 条 1 項、199 条 3 項）は株主総会の特別決議 

  非公開会社の場合  株主総会の特別決議。有利発行の場合も、株主割当ての場合も。 

 

  ＊株主割当てとは、既存の株主に持株数に比例して株式の割当てを受ける権利を付与 

    して募集株式を割り当てる方法 
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イ 募集株式の割当て 

 

２０３条[募集株式の申込み] 

２０４条[募集株式の割当て] 

 ２項：募集株式＝譲渡制限株式ならば、割当ての決定は、 

    →株主総会の特別決議（309条2項5号）、 

     取締役会決議（取締役会設置会社の場合）、 

     定款に別段の定めあればそれによる 

２０５条[特則] 

 総数引受けの場合、前２条適用しない。 

２０６条[募集株式の引受け] 

２０６条の２[公開会社における募集株式の割当て等の特則： 

      支配株主の変更を伴う時] 

 →原則通り、取締役会決議によって 

  ただし、 

 １項：株主への通知 

 ４項：総株主の議決権の1/10以上の株主の反対あれば、株主総会決議、必要 

 ５項：それは３４１条と同じ普通決議 

 

ウ 金銭以外の財産の出資 

 

２０７条[現物出資] 

     ＜注＞①定款の記載、不要      ②発起人に限らない 

 

エ 出資の履行等 

 

２０８条[出資の履行] 

  １項：全額払込 

  ２項：全部給付 

  ３項：相殺禁止 

  ４項：募集株式の株主となる権利（権利株）の譲渡は、会社に対抗できない 

  ５項：出資を履行しない場合 

      →株主となる権利を失う（当然失権） 

２０９条[株主となる時期等] 

  1項：株主となる時期 

  2項：213条の2の引受人の株主権の行使              ＝52条の2第4項、 

                             102条の2第3項 

  3項：213条の3の株式譲受人の株主権の行使          ＝52条の2第5項、 

                             102条の2第4項 
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オ 募集にかかる責任等 

 

２１１条[引受の無効・取消の主張の制限] 

           ＜比較＞５１条１項２項、１０２条３項４項 

２１２条[引受人の責任] 

  １項 

   １号 取締役と通じて著しく不公正な金額で 

   ２号 現物出資財産の価額が著しく不足する場合 

２１３条[２１２条１項２号の場合の取締役等の責任] 

２１３条の２[仮装払込みをした引受人の責任]             ＝52条の2第1項、 

                             102条の2第1項 

２１３条の３[仮装払込みに関与した取締役等の責任]       ＝ 52条の2第2項、 

                             102条の2第2項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜視点＞ 

 

         甲社                                                                       X 

      資金調達の機動性      募集株式の発行等（1株＝9800円で）                    取引の安全 

                           

                

   

 

甲株式 

 

 

  

 

        既存株主A 

 

 

甲株式 

 

 1株＝1万円 

  

          ①支配的不利益 

           ②経済的不利益（時価より安く発行するなら旧株が値下がりするので） 

 

 


